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特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、
参
議
院
議
員
選
挙

等
の
投
票
・
開
票
に
か
か
わ
る

報
酬
改
定
で
す
。
一
律
１
０
０

円
引
き
下
げ
た
根
拠
や
開
票
事

務
に
当
た
る
職
員
の
代
休
・
手

当
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

引
き
下
げ
の
根
拠
と
し
て
は
、

物
価
や
全
国
的
賃
金
を
基
に
国

が
決
定
し
た
こ
と
。
ま
た
、
選

挙
事
務
に
は
ほ
と
ん
ど
の
職
員

が
か
か
わ
っ
て
い
る
た
め
、
代

休
で
は
職
務
に
影
響
が
出
る
こ

と
か
ら
、
割
増
賃
金
で
対
応
し

て
い
く
考
え
で
あ
り
、
時
間
外

手
当
と
し
て
２
６
５
０
万
円
予

定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
で
は
、
郵
政
公

社
の
民
営
化
に
よ
り
、
今
ま
で

納
付
金
と
し
て
国
が
一
括
し
て

市
に
納
付
し
て
い
た
郵
便
局
の

固
定
資
産
税
な
ど
は
、
平
成
20

年
度
か
ら
は
半
減
し
ま
す
が
、

民
営
化
さ
れ
た
法
人
が
払
う
こ

と
に
な
る
な
ど
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
２
議

案
と
も
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

議
案
審
査
に
先
立
ち
、
北
橘

町
上
箱
田
地
内
の
林
道
虎
持
線

で
発
生
し
た
事
故
の
現
地
調
査

を
行
い
ま
し
た
。

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案

は
６
議
案
で
、
字
区
域
の
変
更
、

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
を
定

め
る
こ
と
、
農
業
近
代
化
資
金

等
融
資
措
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
事

故
状
況
の
確
認
、
補
償
内
容
、

和
解
文
書
の
形
式
等
活
発
な
質

疑
が
な
さ
れ
、
第
１
日
目
の
委

員
会
で
は
審
査
不
十
分
と
し
て

継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
が
、

第
２
日
目
の
委
員
会
の
冒
頭
で

副
市
長
か
ら
事
故
内
容
等
の
報

告
が
不
十
分
だ
っ
た
と
の
謝
罪

が
あ
り
、
審
査
の
結
果
全
会
一

致
で
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

小
野
上
温
泉
セ
ン
タ
ー
建
設

事
業
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
は
、
入
浴
等
で
事
故
が
起
き

な
い
よ
う
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

設
計
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
で
は
、
農

家
な
ど
固
定
資
産
は
あ
る
が
、

現
金
収
入
の
な
い
世
帯
で
は
、

３
万
円
の
引
き
上
げ
は
大
変
で

は
な
い
か
と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
審
査
に
先
立
ち
、
関
連

す
る
公
園
２
ヵ
所
及
び
道
路
改

良
事
業
４
ヵ
所
の
現
地
調
査
を

行
い
ま
し
た
。

公
園
管
理
で
活
発
な
質
疑

付
託
の
議
案
は
、
新
町
せ
せ

ら
ぎ
公
園
の
設
置
及
び
水
沢
児

童
遊
園
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴

う
条
例
改
正
の
２
議
案
で
す
。

新
町
せ
せ
ら
ぎ
公
園
の
今
後
の

管
理
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
の

整
備
等
に
つ
い
て
質
疑
が
さ
れ
、

管
理
に
つ
い
て
は
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
に
委
託
し
て
い
る

が
来
年
度
か
ら
は
指
定
管
理
者

に
委
託
す
る
こ
と
に
な
る
と
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。
水
沢
児
童

遊
園
は
公
園
と
し
て
の
実
態
が

な
い
こ
と
か
ら
廃
止
す
る
も
の

で
、
２
議
案
と
も
全
会
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

総合学習の田植え体験

新設された新町せせらぎ公園

総
務
企
画

常
任
委
員
会
の
審
査

本
会
議
か
ら
付
託
さ
れ
た
議
案
、
請
願
・
陳
情
等
の
審

査
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

常
任
委
員
会
の
審
査

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
「
義

務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
維

市
民
経
済

持
と
教
育
予
算
の
拡
充
を
求
め

る
意
見
書
の
採
択
に
関
す
る
請

願
書
」
は
、
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
金
の
負
担
割
合
の
縮
小
、

地
方
交
付
税
削
減
の
影
響
、
厳

し
い
地
方
財
政
の
状
況
な
ど
か

ら
、
教
育
条
件
の
地
域
間
格
差

が
拡
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
や
、

教
育
は
未
来
へ
の
先
行
投
資
で

あ
り
、
子
供
た
ち
が
等
し
く
良

質
な
教
育
を
受
け
る
た
め
に
、

教
育
予
算
を
国
全
体
と
し
て
確

保
・
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
国
の
関
係
機

関
へ
意
見
書
を
提
出
す
る
よ
う

要
請
さ
れ
た
も
の
で
、
全
会
一

致
で
採
択
と
な
り
、
意
見
書
案

を
本
会
議
に
提
出
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

建
設
水
道

教
育
福
祉
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平
成
19
年
度
の
補
正
予
算
２
議
案
を
審
査
す
る
た
め
、
予
算

特
別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。
６
月
26
日
に
審
査
が
行
わ
れ
、

い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
す
。

予
算
特
別
委
員
会

予
算
特
別
委
員
会

平
成
19
年
第
２
回
臨
時
会
が
、
４
月
20
日
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
控
訴
の
提
起
１
議
案
と
専
決
処
分
の
報
告

と
承
認
２
議
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お

り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

歳
入
関
係

質
疑

今
年
度
は
繰
越
金
の
う

ち
15
億
円
を
財
政
調
整
基
金
へ

積
み
立
て
る
が
、
標
準
財
政
規

模
の
ど
の
く
ら
い
を
め
ど
に
考

え
て
い
る
の
か
。

答
弁

標
準
財
政
規
模
の
１
割

程
度
で
、
来
年
度
は
30
億
円
程

度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

民
生
費

質
疑

社
会
福
祉
協
議
会
へ
の

還
付
金
は
、
北
橘
総
合
支
所
の

旧
議
場
を
改
修
し
な
く
な
っ
た

た
め
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ

の
経
過
は
。

答
弁

合
併
前
に
当
時
の
北
橘

村
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
受
け

た
寄
付
で
、
現
在
、
総
合
支
所

の
事
務
所
等
の
一
部
を
使
う
こ

と
で
社
会
福
祉
協
議
会
の
活
動

が
確
保
さ
れ
、
寄
付
の
理
由
が

な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
還
付

す
る
も
の
で
す
。

衛
生
費

質
疑

最
終
処
分
場
地
元
対
策

事
業
は
、
小
野
上
処
分
場
の
再

々
再
延
長
に
か
か
わ
る
周
辺
整

備
交
付
金
か
。
ま
た
、
小
野
上

処
分
場
の
残
容
量
は
ど
の
く
ら

い
で
、
あ
と
何
年
く
ら
い
使
え

る
の
か
。

答
弁

延
長
の
承
諾
に
伴
う
地

元
か
ら
の
要
望
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。
処
分
場
の
現
在
の
状

況
は
残
容
量
11
％
で
、
あ
と
５

年
く
ら
い
は
対
応
で
き
ま
す
。

農
林
水
産
業
費

質
疑

林
業
費
関
係
の
事
業
で

工
事
請
負
費
が
２
つ
あ
る
が
、

こ
の
入
札
方
法
は
。

答
弁

指
名
競
争
入
札
で
行
い

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

消
防
費

質
疑

地
域
安
心
安
全
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
整
備
モ
デ
ル
事
業
と
は
。

答
弁

(財)
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

の
宝
く
じ
普
及
広
報
事
業
に
よ

り
行
う
も
の
で
、
渋
川
地
区
の

自
治
会
で
結
成
し
た
自
主
防
災

会
が
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
ト
ラ
ン

シ
ー
バ
ー
な
ど
防
災
用
の
備
品

を
中
央
公
民
館
の
駐
車
場
に
あ

る
防
災
倉
庫
に
置
き
活
用
す
る

こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

教
育
費

質
疑

授
業
改
善
推
進
事
業
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま

た
、
学
力
向
上
は
ど
の
よ
う
に

し
て
い
く
の
か
。

答
弁

県
の
委
託
事
業
で
、
教

師
の
指
導
力
の
向
上
を
中
心
に

県
の
方
針
に
基
づ
き
実
施
す
る

る
も
の
で
す
。
学
力
向
上
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
は
、
学
力
検

査
に
よ
る
結
果
を
詳
細
に
分
析

し
、
十
分
に
研
究
協
議
を
し
な

が
ら
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

質
疑

重
要
文
化
財
の
修
復
に

つ
い
て
、
市
の
補
助
要
綱
で
は

補
助
率
２
分
の
１
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
を
変
え
る
考
え
は

な
い
か
。

答
弁

補
助
と
し
て
は
２
分
の

１
以
内
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

修
復
内
容
を
協
議
し
て
計
算
し

て
い
ま
す
。

控
訴
の
提
起

平
成
19
年
４
月
10
日
に
東
京

地
方
裁
判
所
か
ら
言
い
渡
さ
れ

た
Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
(株)
訴
訟
（
売

買
代
金
請
求
事
件
）
の
判
決
に

不
服
が
あ
る
た
め
控
訴
を
提
起

す
る
も
の
で
、
今
ま
で
の
訴
訟

代
理
人
の
弁
護
士
を
変
更
す
る

考
え
は
あ
る
か
等
の
質
疑
が
あ

り
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

委
員
会
審
査
で
は
、
弁
護
士

を
も
う
一
度
検
討
し
、
勝
て
る

弁
護
士
で
裁
判
に
臨
ん
で
ほ
し

い
と
の
要
望
や
質
疑
が
あ
り
、

今
後
は
渋
川
市
の
顧
問
弁
護
士

を
中
心
に
民
事
訴
訟
を
得
意
と

す
る
弁
護
士
を
お
願
い
し
、
場

合
に
よ
っ
て
は
弁
護
士
団
で
の

対
応
も
考
え
て
い
る
と
答
弁
が

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
第
１
審

の
訴
訟
費
用
や
控
訴
し
た
後
の

予
定
、
流
れ
な
ど
の
質
疑
も
あ

り
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

専
決
処
分
の
報
告
と
承
認

税
条
例
と
都
市
計
画
税
条
例

の
一
部
改
正
を
専
決
処
分
し
た

も
の
で
、
い
ず
れ
も
地
方
税
法

等
の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正
で
、

全
員
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
審
査
で
は
、
高
齢
者

等
居
住
改
修
住
宅
等
の
減
税
を

受
け
ら
れ
る
対
象
者
や
減
税
措

置
の
内
容
等
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
、
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

臨
時
会
の
あ
ら
ま
し

第2回臨時会 第2回臨時会 第2回臨時会 
平成19年 


